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当事業所は、利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を提供します。 事業所の概要

や提供されるサービスの内容、契約上のご注意いただきたいこと を次のとおり説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方 が対象とな

ります。要介護認定をまだ受けられていない方でもサービスの利用は 可能です。 

看護小規模多機能型居宅介護 にじのさと北野田 
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１．事業者  

（１）法人名 大阪みなみ医療福祉生活協同組合  

（２）法人所在地 堺市東区南野田１２７  

（３）電話番号 （０７２）２３６－３２１７ 

（４）代表者氏名 理事長 中村 三千人  

（５）設立年月日 １９７２年７月２６日  

 

２．事業所の概要  

（１） 事業所の種類 指定看護小規模多機能型居宅介護  

２０１６年１２月１日 堺市指定 ２７９６２００１０９号  

（２） 事業の目的 

       利用者が可能な限り、住み慣れた地域でその人らしい暮らしが実現できるよう、療養上 

の管理の下で通い・訪問・宿泊等を柔軟に組み合わせることにより、家庭的な環境と地

域 住民との交流を通じ、必要な日常生活上の援助等を行い、利用者がその有する能力

に応じ、心身の機能の維持回復を図るとともに、機能訓練およびその居宅において自立

した日常生 活を営むことができることを目的とします。  

（３） 事業所の名称 看護小規模多機能 にじのさと北野田  

（４） 事業所の所在地 堺市東区南野田 131-3  

（５） 電話番号 072-236-1170  

（６） 管理者氏名 松野 尚美 

（７） 当事業所の運営方針  

１ 当事業所において提供する看護小規模多機能居宅介護は、介護保険法並びに関係す

る厚生労働省令、告示の主旨及び内容に従い、利用者の意思及び人格を尊重し、看

護小規 模多機能型居宅介護計画に基づいて、通い・訪問・宿泊を組み合わせて、要

介護状態の 軽減若しくは悪化の予防に資するよう目標を設定してサービスを提供

することにより、利用者の居宅における機能訓練および日常生活または療養生活を

支援します。 

 ２ 事業の実施にあたっては、堺市、地域包括支援センター、地域の保健医療及び福祉

サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。  

（８） 開設年月日 ２０１６年１２月１日  

（９） 登録定員 ２９名（通いサービス定員１８人、宿泊サービス定員９人）  

（10）居室等の概要 当事業所では、以下の居室・設備を用意しています。 

居室 設備の種類 室数 備考 

個室 ９室 全室個室 

居間・食堂コーナー １室  機能訓練室兼用 

浴室 浴室 1 室 特浴室 1 室 脱衣室  

相談室 1 室  
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その他 消防設備  

※上記は、厚生労働省が定める基準により、必置が義務付けられている施設・設備です。 

 

３．営業日及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 堺市  

（２）営業日及び営業時間 

      営業日 ３６５日 

      営業時間 通いサービス   ９時００分～１７時００分 

宿泊サービス １７時００分～  ９時００分 

訪問サービス ２４時間 

看護サービス   ９時００分～１７時００分 

尚、通い及び宿泊サービスの営業時間については、利用者の心身の状況・希望及び その

おかれている環境をふまえて、柔軟に対応するものとする。また、上記の営業時間の他、

電話による２４時間常時連絡が可能な体制とし、利用者 の要請に基づき、営業時間外の

対応を行うことができることとする。 

 

 ４．職員の配置状況  

当事業所では、利用者に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を提供する職員として、 以

下の職種の職員を配置しています。 

（１） 管理者 １人  

・事業所の従事者の管理及び業務の管理  

（２）介護支援専門員 １人  

・利用者の居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画等の作成  

・法定代理受領の要件であるサービス利用に関する市町村への届出代行  

・利用者及びご家族の日常生活上の相談、助言  

・地域包括支援センターや他の関係機関との連絡・調整。  

（３）看護職員 常勤換算方法で２．５人以上（１名以上は常勤の看護師） 

      ・利用者の衛生管理、看護業務を行う。 

 ・主治医の指示による訪問看護業務  

・看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成  

（４）介護職員 １３人  

日中（通い） 常勤換算方法で、利用者３人に対して１人  

日中（訪問） 常勤換算方法で２人以上 

   また、宿泊に対して１人以上の夜勤職員および宿直職員を配置します。その他自宅等で暮ら

している方々に対して対応できる体制を確保します。 

     ・利用者の衛生管理、及び日常生活全般にわたる介護業務 

   ＜主な職員の配置の状況＞ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。  
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。  

当事業所が提供するサービスについて、以下の 3 つの場合があります。  

（１） 利用料金が介護保険の給付の対象となるサービス 

 以下のサービスについては、利用料金の９割（若しくは８割・７割）が介護保険から支給

され、利 用者の自己負担は費用全体の１割若しくは２割・３割の金額となります。ア～

ウのサービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と

協議の上、看護小規模多機能型居宅介護計画に定めます。 

＜サービスの概要＞ 

看護小規模多機能型居宅介護計画の作成 

1 サービスの提供開始時に、利用者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、地

域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者との協議の上、援助目標、

当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した看護小規模多機能型居宅介護

計画を作成します。 

2 利用者に応じて作成した看護小規模多機能型居宅介護計画について、利用者及びその家族

に対して、その内容について説明し同意を得ます。 

3 計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付します。 

作成に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービスの提供に努め、さらに作成後は実

施状況の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行います。 

（Ⅰ）通いサービス  

・事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の必要な援助を

提供します。 

① 日常生活上の介護及び機能訓練 

 ②食事の提供（ただし、食事の提供にかかる費用は別途お支払いいただきます） 

 ③入浴介助 

 ④送迎  

⑤健康チェック 

（Ⅱ）訪問サービス 

 【介護サービス】 

・利用者宅の自宅に伺い、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を 提

供します。 

 ・訪問サービス実施のための必要な備品等（水道・ガス・電気含む）は無償で使用させ

ていただきます。 

（１）利用料金が介護保険の給付の対象となる場合（介護保険の給付となるサービス） 

（２）利用料金が医療保険の給付の対象となる場合（医療保険の給付となるサービス）  

（３）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合（保険の給付とならないサービス） 



- 4 - 
 

【看護サービス】 

        ・主治医が看護サービスの必要性を認めたものに限り、訪問看護指示書に基づき、 主

治医との連絡調整をはかりながら看護サービスの提供を行います。 

 ①病状・障害の観察 

 ②入浴・清拭・洗髪等による清潔の保持 

 ③食事および排泄等日常生活の世話  

④床ずれの予防・処置  

⑤リハビリテーション  

⑥ターミナルケア  

⑦認知症利用者の看護  

⑧療養生活や介護方法の指導 

 ⑨カテーテル等の管理  

⑩その他医師の指示による医療処置 

（Ⅲ）宿泊サービス  

・当事業所に宿泊していただき、食事・入浴・排せつ等の日常生活上の援助や機 能

回復訓練を提供します。  

（Ⅳ）相談・助言等 

 ・利用者やその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言、申請代行  

等を行います。  

 

※看護小規模多機能型居宅介護従業者の禁止行為 

看護小規模多機能型居宅介護従業者はサービスの提供に当たって次の行為は行いません。 

① 医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。） 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の同居家族に対する訪問サービスの提供 

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えた訪問サービス提供（大掃除、庭掃除など） 

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行

為 

 

＜サービス利用料金＞  

(1) 介護保険給付サービス利用料金 

①看護小規模多機能型居宅介護費 

サービス提供時間 

 
基本単位 利用料 

利用者負担額 

 1 割負担 2 割負担 3 割負担 



- 5 - 
 

事業所区分・要介護度 

同
一
建
物
以
外 

要介護１ 12,447 131,316 円 13,131 円 26,263 円 39,395 円 

要介護２ 17,415 183,728 円 18,372 円 36,744 円 55,118 円 

要介護３ 24,481 258,275 円 25,827 円 51,654 円 77,483 円 

要介護４ 27,766 292,931 円 29,293 円 58,586 円 87,879 円 

要介護５ 31,408 331,354 円 33,135 円 66,270 円 99,406 円 

 

サービス提供時間 

 

事業所区分・要介護度 

基本単位 利用料 

利用者負担額 

 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

同
一
建
物 

要介護１ 11,214 118,308 円 11,830 円 23,660 円 35,492 円 

要介護２ 15,691 165,540 円 16,554 円 33,108 円 49,662 円 

要介護３ 22,057 232,701 円 23,270 円 46,540 円 69,810 円 

要介護４ 25,017 263,929 円 26,392 円 52,784 円 79,179 円 

要介護５ 28,298 298,544 円 29,854 円 59,708 円 89,563 円 

 ②短期利用居宅介護費 

サービス提供時間 

 

事業所区分・要介護度 

基本単位 利用料 

利用者負担額 

 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

短
期
利
用 

要介護１ 571 6,024 円 602 円 1,205 円 1,807 円 

要介護２ 638 6,731 円 673 円 1,346 円 2,019 円 

要介護３ 706 7,448 円 744 円 1,489 円 2,234 円 

要介護４ 773 8,155 円 815 円 1,631 円 2,446 円 

要介護５ 839 8,851 円 885 円 1,770 円 2,655 円 

※ 月途中から登録した場合、又は月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて

日割りした料金をお支払いいただきます。 

※ 登録日とは利用者と事業者が契約を締結した日ではなく、サービスを実際に利用開始した

日を言います。 

※ 登録終了日とは利用者と事業者の利用契約を終了した日を言います。 

※ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービス、訪問サービス、宿泊サー

ビスの算定月における提供回数について、登録者１人当たり平均回数が、週４回に満たない

場合には、70/100 に相当する単位数を算定します。 

※ 身体拘束廃止未実施減算：身体拘束廃止に向けての取り組みが厚生労働省の基準に満たな

かった場合は 1/100 に相当する単位数を算定します。 

※ 高齢者虐待防止措置未実施減算：高齢者虐待防止措置が厚生労働省の基準に満たなかった

場合は 1/100 に相当する単位数を算定します。 

※ 事業継続未策定減算：業務継続計画を策定していない場合は 1/100 に相当する単位数を算
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定します。 

※ 登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型

共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護を受けている間は、看護小規模多機能型居宅介護費及び短期利用居宅介護費は算定

しません。 

※ 利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者等の割合が、厚生労働省が定め

る割合を満たしていない場合は、１月につき、要介護１～３の場合は 925 単位（利用料：

9,758 円、1 割負担：976 円、2 割負担：1,952 円、3 割負担：2,928 円)、要介護４の場合

は 1,850 単位（利用料：19,517 円、1 割負担：1,952 円、2 割負担：3,904 円、3 割負担：

5,856 円)、要介護５の場合は 2,914 単位（利用料：30,742 円、1 割負担：3,075 円、2 割負

担：6,149 円、3 割負担：9,223 円)を減算します。 

※ 主治の医師から、末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病（★）により訪問看

護を行う必要がある旨の指示を受けた場合は、１月につき、要介護１～３の場合は 9,759 円

(利用者負担額：1 割負担 976 円、2 割負担 1,952 円、3 割負担 2,928 円)、要介護４の場合

は 19,517 円(利用者負担額:1 割負担 1,952 円、2 割負担 3,904 円、3 割負担 5,856 円)、要

介護５の場合は 30,744 円(利用者負担額:1 割負担 3,075 円、2 割負担 6,149 円、3 割負担

9,223 円)を減算します。 

（★）その他別に厚生労働大臣が定める疾病 

   多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチ

ントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、

大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ

３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症

（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、

プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性

筋萎縮症、球脊髄性筋委縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、

頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態。 

 

※ 主治の医師が、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指

示を行った場合は、当該指示の日数に、要介護１～３の場合は１日につき 30 単位（利用料：

316 円、1 割負担：32 円、2 割負担：64 円、3 割負担：95 円)、要介護４の場合は 60 単位

（利用料：633 円、1 割負担：64 円、2 割負担：127 円、3 割負担：190 円)、要介護５の

場合は 95 単位（利用料 1,002 円、1 割負担：101 円、2 割負担：201 円、3 割負担：301

円)減算します。 

 

(2) 加算料金 

以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算 利用料 利用者負担額 算定回数等 
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基本

単位 

１割

負担 

２割負

担 

3 割

負担 

初期加算 30 316 円 32 円 64 円 95 円 １日につき 

認知症加算（Ⅰ） 920 
9,706

円 

971

円 

1,941

円 

2,91

3 円 
１月につき 

認知症加算（Ⅱ） 890 
9,390

円 

939

円 

1,878

円 

2,71

7 円 
１月につき 

認知症加算（Ⅲ） 760 
8,018 

円 

802 

円 

1,603 

円 

2,40

5 

円 

１月につき 

認知症加算（Ⅳ） 460 
4,853 

円 

485

円 

971 

円 

1,45

6 

円 

１月につき 

認知症行動・心理症状緊

急対応加算 
200 

2,110

円 

211

円 
422 円 

633

円 

１日つき(７日を限

度) 

（短期利用居宅介

護費を算定の場

合） 

若年性認知症利用者受入

加算 
800 

8,440

円 

844

円 

1,688

円 

2,53

2 円 
１月につき 

栄養アセスメント加算 50 527 円 53 円 106 円 
159

円 
１月につき 

栄養改善加算 200 
2,110

円 

211

円 
422 円 

633

円 

１回につき(3 月以

内に限り 1 月に２

回を限度) 

口腔・栄養スクリーニン

グ加算(Ⅰ) 
20 211 円 22 円 43 円 64 円 １回につき 

口腔・栄養スクリーニン

グ加算(Ⅰ) 
5 52 円 6 円 11 円 16 円 １回につき 

口腔機能向上加算(Ⅰ) 150 
1,582

円 

159

円 
317 円 

475

円 

１月につき(3 月以

内に限り 1 月に２回

を限度) 
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160 

1,688

円 

169

円 
338 円 

507

円 

退院時共同指導加算 600 
6,330

円 

633

円 

1,266

円 

1,89

9 円 
１回につき 

緊急時対応加算 774 
8,166

円 

817

円 

1,633

円 

2,45

0 円 
１月につき 
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特別管理加算(Ⅰ) 500 
5,275

円 

528

円 

1,055

円 

1,58

3 円 
１月につき 

特別管理加算(Ⅱ) 250 
2,637

円 

264

円 
528 円 

792

円 
１月につき 

専門管理加算 250 
2,637 

円 

264 

円 

528 

円 

792 

円 
 

ターミナルケア加算 2,000 
21,100

円 

2,11

0 円 

4,220

円 

6,33

0 円 

死亡日及び死亡日

前 14 日以内に 2 日

以上ターミナルケ

アを行った場合

（死亡月に 1 回） 

遠隔死亡診断補助加算 150 
1,582

円 

159

円 
317 円 

475

円 

主治医の指示に基づき情

報通信機器を用いて死亡

診断の補助を行った場合 

看護体制強化加算（Ⅰ） 3,000 
31,650

円 

3,16

5 円 

6,330

円 

9,49

5 円 
１月につき 

看護体制強化加算（Ⅱ） 2,500 
26,375

円 

2,63

8 円 

5,275

円 

7,91

3 円 
１月につき 

訪問体制強化加算 1,000 
10,550

円 

1,05

5 円 

2,110

円 

3,16

5 円 
１月につき 

総合マネジメント体制強

化加算（Ⅰ） 
1,200 

12,660

円 

1,26

6 円 

2,532

円 

3,79

8 円 
１月につき 

総合マネジメント体制強

化加算（Ⅱ） 
800 

8,440 

円 

844 

円 

1,688

円 

2,53

2 

円 

１月につき 

褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3 31 円 4 円 7 円 10 円 １月につき 

褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13 137 円 14 円 28 円 42 円 １月につき 

排せつ支援加算(Ⅰ) 10 105 円 11 円 21 円 32 円 １月につき 

排せつ支援加算(Ⅱ) 15 158 円 16 円 32 円 48 円 １月につき 

排せつ支援加算(Ⅲ) 20 211 円 22 円 43 円 64 円 １月につき 

生産性向上推進体制加算

（Ⅰ） 
100 

1,055 

円 

106 

円 

211 

円 

317

円 

１月につき 

生産性向上推進体制加算

（Ⅱ） 
10 105 円 11 円 21 円 32 円 

１月につき 

科学的介護推進体制 40 422 円 43 円 85 円 
127

円 

１月につき 
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サービス提供体制強化加

算（Ⅰ） 
750 

7,912

円 

792

円 

1,583

円 

2,37

4 円 １月につき 

(看護小規模多機能

型居宅介護費を算

定の場合) 

サービス提供体制強化加

算（Ⅱ） 
640 

6,752

円 

676

円 

1,351

円 

2,02

6 円 

サービス提供体制強化加

算（Ⅲ） 
350 

3,692

円 

370

円 
739 円 

1,10

8 円 

サービス提供体制強化加

算（Ⅰ） 
25 263 円 27 円 53 円 79 円 

１日につき 

(短期利用居宅介護

費を算定の場合) 

サービス提供体制強化加

算（Ⅱ） 
21 221 円 23 円 45 円 67 円 

サービス提供体制強化加

算（Ⅲ） 
12 126 円 13 円 26 円 38 円 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅰ） 

所定

単位

数の 

149/1

000 

左記の

単位数

×地域

区分 

 

左記

の 

1 割 

 

左記の 

2 割 

左記の 

2 割 

左記

の 

3 割 

左記

の 

3 割 

基本サービス費に

各種加算減算を加

えた総単位数（所

定単位数） 

※介護職員処遇改

善加算を除く 

基本サービス費に

各種加算減算を加

えた総単位数 

（所定単位数） 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅱ） 

所定

単位

数の 

146/1

000 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅲ） 

所定

単位

数の 

134/1

000 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅳ） 

所定

単位

数の 

106/1

000 

※ 初期加算は、当事業所に登録した日から 30 日以内の期間について算定します。 

※ 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるた

め在宅での生活が困難であり、緊急に看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適

当であると判断された利用者にサービスを提供した場合、７日間を限度として算定しま

す。 
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※  加 算 Ｉ ： 認 知 症 介 護 実 践 リ ー ダ ー 研 修 等 修 了 者 を 認 知 症 高 齢 者 の 日 常

生 活 自 立 度 I I I 以 上 の 者 が 20 人 未 満 の 場 合 は 「 1 人 」 以 上 、 20 人 以 上

の 場 合 は 「 1 人 ＋ 当 該 対 象 者 の 数 が 19 を 超 え て 10、 ま た は 端 数 を 増

す ご と に 1 人 」 以 上 配 置  

・ 認 知 症 高 齢 者 の 日 常 生 活 自 立 度 I I I 以 上 の 者 に 対 す る 専 門 的 な 認 知 症

ケ ア を 実 施  

・ 従 業 者 に 対 す る 、 認 知 症 ケ ア に 関 す る 留 意 事 項 の 伝 達 ま た は 技 術 的

指 導 に 係 る 会 議 の 定 期 開 催  

・ 認 知 症 介 護 指 導 者 研 修 修 了 者 の 1 名 以 上 配 置 ＋ 事 業 所 全 体 の 認 知 症

ケ ア の 指 導 等 実 施  

・ 介 護 職 員 、 看 護 職 員 ご と の 認 知 症 ケ ア に 関 す る 研 修 計 画 を 作 成 し 、

実 施 ・ 実 施 予 定  

加 算 I I： ・ 認 知 症 介 護 実 践 リ ー ダ ー 研 修 等 修 了 者 を 認 知 症 高 齢 者 の 日

常 生 活 自 立 度 I I I 以 上 の 者 が 20 人 未 満 の 場 合 は 「 1 人 」 以 上 、 20 人 以

上 の 場 合 は 「 1 人 ＋ 当 該 対 象 者 の 数 が 19 を 超 え て 10、 ま た は 端 数 を

増 す ご と に 1 人 」 以 上 配 置  

・ 認 知 症 高 齢 者 の 日 常 生 活 自 立 度 I I I 以 上 の 者 に 対 す る 専 門 的 な 認 知

症 ケ ア 実 施  

・ 当 該 事 業 所 の 従 業 者 に 対 す る 、 認 知 症 ケ ア に 関 す る 留 意 事 項 の 伝 達

ま た は 技 術 的 指 導 に 係 る 会 議 を 定 期 開 催  

加 算 I I I： ・ 認 知 症 高 齢 者 の 日 常 生 活 自 立 度 I I I 以 上 の 者 に 対 す る （ 看

護 ） 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 実 施  

加 算 IV： ・ 要 介 護 2 以 上 で 、 認 知 症 高 齢 者 の 日 常 生 活 自 立 度 I I に 該 当

す る 者 に 対 す る （ 看 護 ） 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を 行 う  

※ 若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症（40 歳から 64 歳まで）の利用者を対象に

看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に算定します。 

※ 栄養アセスメント加算は、当事業所の従業者又は外部の介護事業所等との連携により管理

栄養士を配置し、利用者ごとに多職種共同で栄養アセスメントを行い、その結果を利用者又

は家族に説明するとともに、栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の適切かつ

有効な実施のために必要な情報を活用している場合に、算定します。 

※ 栄養改善加算は、低栄養状態又はそのおそれのある利用者に対して、管理栄養士等が共同し

て、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成するなど、栄

養改善サービスを行った場合に、算定します。 

※ 口腔・栄養スクリーニング加算は、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状

態又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に算定します。 

※ 口腔機能向上加算は口腔機能が低下している又はそのおそれのある利用者に対して、口腔

機能の向上を目的として口腔清掃指導や摂食嚥下訓練の実施等を個別的に実施した場合に、

算定します。 
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※ 退院時共同指導加算は、入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、当事業所の看

護師、理学療法士等が退院時共同指導を行った後、退院後に初回訪問看護サービスを行った

場合に算定します。 

※ 緊急時対応加算は、利用者又その家族に対して 24 時間連絡できる体制であること。計

画されていない緊急時の訪問（訪問看護サービスを行う場合に限る）や宿泊を必要に応

じて行える体制であること。でき、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問

を必要に応じて行う体制にある場合、算定します。 

※ 特別管理加算は、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合に算定し

ます。 

特別管理加算（Ⅰ）を算定する場合の利用者について 

医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者

指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している

状態の方。 

特別管理加算（Ⅱ）を算定する場合の利用者について  

  ・医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在

宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管

理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導

管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態の方 

  ・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態の方 

  ・真皮を超える褥瘡の状態の方 

  ・点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態の方 

※  専門管理加算 以下イ・ロの看護師が訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場 

合 

イ 緩和ケア、褥瘡ケアまたは人工肛門ケアおよび人工膀胱ケアに係る専門の研修を受け

た看護師 

・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者 

・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者 

・人工肛門または人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者 

ロ 特定行為研修を修了した看護師 

・診療報酬における手順書加算を算定する利用者 

 対象の特定行為：気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又  

は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡または慢性創傷の治療における血

流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与

量の調整、脱水症状に対する輸液による補正 

※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を

得て、その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣

が定める状態にあるものは 1 日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行
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った後、24 時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に算定します。 

その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハ

ンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻

痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がス

テージ 3 以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症

(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン

病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮

症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄

損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると

認める状態 

※ 遠隔死亡診断補助加算 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師

が、医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ001 の注 ８（医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ001―
２ の注６の規定により準用する場合（指定特定施設入居者生活介護事 業者の指定を受け

ている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。）を含む。）に規定す

る 死亡診断加算を算定する利用者（別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限

る。）について、その主治 医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助

を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、 所定単位数に加算する。 

 

※ 看護体制強化加算は、医療ニーズの高い利用者へのサービス提供体制を強化した場合に

算定します。 

※ 訪問体制強化加算は、登録者の居宅における生活を継続するためのサービスの提供体制

を強化した場合に算定します。 

※ 総合マネジメント体制加算（Ⅰ）：① 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家

族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員（計画作成責任者）や看護職員等の多職種協働

により、随時適切に見直しを行っている 

② 利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を

図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加している 

③ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサー

ビスの具体的な内容に関する情報提供を行っている 

④ 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保している 

⑤ 必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを

含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している 

⑥以下のうち、要件を事業所ごとの特性に応じて１つ以上実施 

・地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行

っている 

・障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠
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点となっている 

・地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施している 

・市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加し

ている 

加算（Ⅱ）：（Ⅰ）①～③を満たす 

※ 褥瘡マネジメント加算は、継続的に利用者ごとの褥瘡の発生とリスクを評価し、多職種共

同にて褥瘡ケア計画を作成し、そのケアの内容や状態を記録するなどの褥瘡管理を実施

している場合に算定します。 

※ 排せつ支援加算は、排せつに介護を要する利用者であって、適切な対応を行うことで要介

護状態の軽減が見込まれる者について、多職種共同で、当該利用者が排せつに介護を要す

る原因を分析し、それに基づく支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して

実施した場合に算定します。 

※ 生産性向上推進加算（Ⅰ）：① （Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取

組による成果（※１）が確認 

②見守り機器等のテクノロジー（※２）を複数導入している 

③職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っている 

④１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる

提出）を行う 

注：生産性向上に資する取組を従来より進めている施設等においては、（Ⅱ）のデータによ

る業務改善取組による成果と同等以上のデータを示す等の場合には、（Ⅱ）の加算を取得せ

ず、（Ⅰ）の加算を取得することも可能 

加算（Ⅱ）：①利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイド

ラインに基づいた改善活動を継続的に行っている 

②見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入している 

③１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる

提出）を行う 

※ 科学的介護推進体制加算は、利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等

の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を看護小規模多機能型居宅介護の適切か

つ有効な提供に活用している場合に、算定します。 

※ サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け

出た事業所が、利用者に対して看護小規模多機能型居宅介護を行った場合に算定します。 

※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等

の取り組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員等処遇改善加算、区分支給限度基

準額の対象外となります。 

※ 地域区分別の単価(5 級地 10.55 円)を含んでいます。  

※ (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額をい

ったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領収書｣
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を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給（利用者負担額を除く）申請を行

ってください。 

 

(3)その他の費用について 

  以下の金額は利用料の全額が利用者の負担になります。 

① 送迎費 
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定め

に基づき、送迎に要する費用の実費を請求いたします。 

②交通費 
通常の事業の実施地域を越えて行う訪問サービスを提供する場合に

要する交通費は、その実費を請求します。 

③食事の提供に 

要する費用 

朝食 350 円/回 

昼食 500 円/回（おやつ・レク費含む） 

夕食 650 円/回 

④宿泊に要する費用 2,500 円 

⑤おむつ代 実費 

⑥その他 

日常生活において通常必要となるものに係る費用で利用者が負担する

ことが適用と認められるもの。 

・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの 

・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの 

 

（２） 利用料金のお支払い方法 

①前記（１）（２）の料金・費用は１ヶ月ごとに計算し請求書をお渡ししますので請求月の

末日までに下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

（ア）利用者指定口座からの自動振替 

別紙 郵便局または口座振替・自動払込のしおりに記入のこと。 

（イ） 現金支払い 

②お支払いを確認しましたら領収書をお渡ししますので必ず保管をお願いします。 

 

（３）利用の中止、変更 

●看護小規模多機能型居宅介護は、看護小規模多機能型居宅介護計画に定められた内容を基

本としつつ、利用者の日々の状態・希望等を勘案し、適時適切に通いサービス、訪問サー

ビスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護および看護を提供するものです。 

●利用予定日の前に、利用者の都合によって、看護小規模多機能型居宅介護の利用を中止ま

たは変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には原則

としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。  

●前５項の（２）のサービスについては、利用予定日の前日までの申し出がなく、当日にな

って利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料をお支払いいただく場合があります。

ただし、利用者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

●サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の希望する
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日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

６．サービスの提供にあたって 

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所な

どに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更

新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前には

なされるよう、必要な援助を行います。 

（3） サービス提供は「看護小規模多機能型居宅介護計画｣に基づいて行います。なお、「看護小

規模多機能型居宅介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に

応じて変更します。 

（4） 看護小規模多機能型居宅介護に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、す

べて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分

な配慮を行います。 

 

7．衛生管理等 

(1)利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努

めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

(2)食中毒及び感染書の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指

導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 

 

８．緊急時の対応方法について 

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必

要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用

者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬

送等の必要な措置を講じます。 

 

主 

治 

医 利 用 者 の 主 治 医                        

所 属 医 療 機 関 名   
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所 在 地  電 話 番 号  

家 

族 

等 
 

緊急連絡先の家族等                    （続柄） 

住 所  

電 話 番 号 （自宅）        （携帯） 

 

９．協力医療機関、バックアップ施設  

当事業者では、各ご契約者の主治医との連携を基本としつつ病状の急変等に備えて以下の医療

機関を協力医療機関として連絡体制を整備しています。 

社会医療法人同仁会 所 在 地  堺市堺区協和町 4-465 

耳原総合病院 電 話  072－241-0501 

社会医療法人同仁会 所 在 地  堺市堺区旭ヶ丘中町２丁１－７ 

耳原歯科診療所 電 話  072－245-2912 

社会福祉法人野田福祉会 所 在 地  堺市東区南野田 33 

特別老人ホーム ハーモニー 電 話  072－239-0011 

 

１０．事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市

町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

事故の状況及び事故に際して採った処置・経過を記録し、原因の分析、再発防止のための

取り組みを行います。 

また、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供又は送迎により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

【市町村の窓口】 

東区役所 東保健福祉総合センター 

地域福祉課 

所在地：堺市東区南野田 131-3 

電話番号：072-236-1170  

ファックス番号：072-236-1160 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 

【事業所の窓口】 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

にじのさと 北野田 

管理者 松野 尚美 

所在地：堺市東区南野田 131-3 

電話番号：072-236-1170  

ファックス番号：072-236-1160 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 

なお、事業者は下記の損害賠償保険及び自動車保険（自賠責保険・任意保険）に加入しています。 
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損害賠償 

責任保険 

保険会社名 三井住友海上火災 

保 険 名 施設所有管理賠償責任保険 

補償の概要 

施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥、施設の用法

に伴う仕事の遂行が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事

故)、他人の物を壊したり(対物事故)したために、被保険者(保険

の補償を受けることができる方)が法律上の損害賠償責任を負担

された場合に被る損害を補償する保険です。 

自動車保険 

保険会社名 三井住友海上火災 

保 険 名 一般自動車総合保険 

補償の概要 
送迎サービス利用者が送迎で使用する自動車に搭乗中にケガをさ

れた場合の補償です。 

 

１１.非常災害対策 

① 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組み

を行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）職・氏名：（管理者 松野 尚美  ） 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回 3 月・ 9 月） 

 

１２.サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した指定看護小規模多機能型居宅介護に係る利用者及びその家族からの相談及び

苦情を受け付けるための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

① 利用者等への周知徹底 

・ 施設内への掲示、パンフレットの配布等により苦情解決責任者及び苦情受付担当者の氏名、

連絡先や苦情解決の仕組みについて周知する。 

② 苦情の受付 

利用者からの苦情は随時受け付けると共に、苦情受付簿を作成する 

・ 苦情受付簿を作成後は速やかに苦情受付担当者へ申し送る 

・ 苦情受付担当者は苦情を受け付け、事情を聴取すると共に苦情相談票を作成する。 

③ 苦情受付の報告 

・ 苦情受付担当者は受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告する。 

④ 苦情解決に向けての話し合い 

・ 苦情解決責任者は、苦情申し出人との話し合いによる解決に努める 
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⑤ 苦情解決の記録、報告 

・ 苦情受付担当者は苦情受付から解決、改善までの経過と結果について苦情相談処理報告書に

記録。 

・ 苦情解決責任者は苦情解決結果について、苦情申し出人に対して報告する。 

・ また解決・改善までに時間がかかる場合には経過等について報告する 

⑥ 苦情解決の公表 

・ サービスの質や信頼性の向上をはかるために必要に応じて市役所、広域連合への報告を行う。 

（2）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

【事業所の窓口】 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

にじのさと 北野田 

管理者 松野 尚美 

所在地：堺市東区南野田 131-3 

電話番号：072-236-1170  

ファックス番号：072-236-1160 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 

【市町村の窓口】 

堺市役所  介護保険課 

所在地：堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 

電話番号：072-228-7513  

ファックス番号：072-228-7853 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 

【市町村の窓口】 

堺区役所 堺保健福祉総合センター 

地域福祉課 

所在地：堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 

電話番号：072-228-7477  

ファックス番号：072-228-7870 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 

【市町村の窓口】 

中区役所 中保健福祉総合センター 

地域福祉課 

所在地：堺市中区深井沢町 2470 番地の 7                

電話番号：072-270-8195  

ファックス番号：072-270-8103 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 

【市町村の窓口】 

東区役所 東保健福祉総合センター 

地域福祉課 

所在地：堺市東区日置荘原寺町 195 番地の 1           

電話番号：072-287-8112  

ファックス番号：072-287-8117 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 

【市町村の窓口】 

西区役所 西保健福祉総合センター 

地域福祉課 

所在地：堺市西区鳳東町６丁６００番地 

電話番号： 072-275-1912  

ファックス番号：072-275-1919 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 

【市町村の窓口】 

南区役所 南保健福祉総合センター 

地域福祉課 

所在地：堺市南区桃山台 1 丁１－１              

電話番号： 072-290-1812  

ファックス番号：072-290-1818 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 
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【市町村の窓口】 

北区役所 北保健福祉総合センター 

地域福祉課 

所在地：堺市北区新金岡町 5 丁１番４号          

電話番号：072-258-6771  

ファックス番号：072-258-6836 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 

【市町村の窓口】 

美原区役所 美原健福祉総合センター 

地域福祉課 

所在地：堺市美原区黒山１６７－１ 

電話番号： 072-361-1881  

ファックス番号：072-362-7532 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 

【公共団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体連合 

所在地：大阪市中央区常磐町１丁目３番８号（中

央大通 FN ビル内） 

電話番号：06-6949-5446  

ファックス番号：06-6949-5417 

受付時間：月～土 午前 9 時～午後 5 時 15 分 

 

１３．サービスの第三者評価の実施状況について 

 当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行って

います。 

【実施の有無】  

【実施した直近の年月日】  

【第三者評価機関名】  

【評価結果の開示状況】  

 

１４．情報公開について 

  事業所において実施する事業の内容については、事業所玄関前に文章により掲示していま

す。 

 

１５．秘密の保持と個人情報の保護について  

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

事業所及び事業所の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及び家族に関

する 秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が

終了した後も継続します。  

（２）個人情報の使用・提供に関する注意事項について  

事業所は、前項の規定にかかわらず、利用者及び家族の個人情報を以下のために、必要最

小限 の範囲内で使用、提供または収集します。また、使用するに当たっては、  

●利用者に関わる居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の立案や円滑な

サービス提供のために実施されるサービス担当者会議での情報提供 

●介護支援専門員とサービス事業所との連絡調整  
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●利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医の意見を求める必要がある

場合 

●利用者の容態の変化にともない、緊急連絡を必要とする場合  

 

１６．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 (管理者・松野 尚美) 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人

等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に

通報します。 

 

１７．身体拘束の廃止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・身体拘束の発生又はその再発を防止するために、次に

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）身体拘束廃止に関する担当者を選定しています。 

身体拘束廃止に関する担当者 (管理者・松野 尚美) 

（２）身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

（３）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（４）身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（５）従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 

※  事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のお

それがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考

えられるときは、利用者やその家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時

間等を説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行う

ことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束時間、経過観察や検討内容

を記録し、５年間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険

が及ぶことが考えられる場合に限ります。 
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（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ

とを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場

合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１８．業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１９．地域との連携について 

① 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域と

の交流に努めます。 

② 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民

の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、看護小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下、この項において「運

営推進会議」と言います。）を設置し、おおむね２月に１回以上運営推進会議を開催しま

す。 

③ 運営推進会議に対し、通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し、

運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く

機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公表します。 

 

２０．サービス提供の記録 

① 指定看護小規模多機能型居宅介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、そ

の記録はサービス提供の日から５年間保存します。 

② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求

することができます。 

 

２１．指定看護小規模多機能型居宅介護サービス内容の見積もりについて 

○ このサービス内容の見積もりは、あなたの看護小規模多機能型居宅介護計画に沿って、事

前にお伺いした日常生活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 

(1)利用料、利用者負担額の目安 

（介護保険を適用する場合） 

≪看護小規模多機能型居宅介護・短期利用居宅介護費≫ 
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基本利用

料 

介
護
保
険
運
用
の
有
無 

サービス内容 

利用料 
利用者負

担額 

初
期
加
算 

認
知
症
加
算

� 

� 

総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

加
算
� 

� 

介
護
職
員
等
処
遇
改

善
加
算
� 

� 

 

 

円  円 円 円 円 円 円  

１週当りの利用料、利用者負担額（見積もり）合計額 円 円  

 

 (2)  その他の費用 

① 送迎費 重要事項説明書５(3)―①記載のとおりです。 

③  交通費 重要事項説明書５(3)－②記載のとおりです。 

④  食事の提供に要する費用 重要事項説明書５(3)－③記載のとおりです。 

⑤  宿泊に要する費用 重要事項説明書５(3)－④記載のとおりです。 

⑥  おむつ代 重要事項説明書５(3)－⑤記載のとおりです。 

⑦  その他 重要事項説明書５(3)－⑥記載のとおりです。 

 

(3)  １月当たりのお支払い額（利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）とその他

の費用の合計）の目安 

お支払い額の目安 円 

※ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サー

ビス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 

なお、サービス内容の見積もりについては、確認ができれば、別途利用金表の活用も可

能です。 

※この見積もりの有効期限は、説明の日から 1 ヵ月以内とします。 

 

２２．重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

事業者  

所在地     堺市東区南野田 127 

    法人名     大阪みなみ医療福祉生活協同組合 

    代表者名    中村 三千人     印 

事業所名    看護小規模多機能型居宅介護 にじのさと北野田 

説明者氏名             印 
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 私は、本書に基づいて事業所から重要事項の説明を受け 看護小規模多機能型居宅介護サー

ビスの提供開始に同意しました。 

 

契約者 

住所                                   

 

氏名                   印 

 

代理人・代筆者 

（代筆理由：      ）住所                                   

 

氏名                   印 


